
座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 
改正後 改正前 備考 

１章 総則 
１・３ 給水装置の所有者 
＜解説＞ 
１ 給水装置所有者とは、市上下水道局に給水装置所有者として届出し
てある者であり、現に所有権を有する者や水道料金の支払者とは限らな
い。給水装置の所有者と申込者が異なる場合は、給水装置所有者変更届
を申込時に提出する必要がある。給水装置工事に要する費用は、管理者
が特に必要があると認めた場合を除き、申込者が負担する。また、申込
者は十分な注意をもって給水装置を管理しなければならない。 
 
１・４ 給水装置工事の種別 
４ 修繕工事とは、水道法第 16 条の 2第 3項の国土交通省令で定める
軽微な変更を除くもので、給水装置の原形を変えないで給水管・給水栓
等を修理する工事をいう。 
 
１・５ 工事費・手数料・水道利用加入金・工事負担金 
＜解説＞ 
１ 工事費 
本市において施工する給水装置工事の費用であり、申込者は工事費を負
担しなければならない。工事費は、材料費、労力費、道路復旧費、諸経
費、事務監督費の合計額とし、市上下水道局に前納するものとする。 

１章 総則 
１・３ 給水装置の所有者 
＜解説＞ 
１ 給水装置の所有は申込者となることから、給水装置工事に要する費
用は、管理者が特に必要があると認めた場合を除き、申込者が負担する。
また、申込者は十分な注意をもって給水装置を管理しなければならな
い。 
 
 
 
１・４ 給水装置工事の種別 
４ 修繕工事とは、水道法第 16 条の 2第 3項の厚生労働省令で定める
軽微な変更を除くもので、給水装置の原形を変えないで給水管・給水栓
等を修理する工事をいう。 
 
１・５ 工事費・手数料・水道利用加入金・工事負担金 
＜解説＞ 
１ 工事費 
本市において施工する給水装置工事の費用であり、申込者は工事費を負
担しなければならない。工事費は、材料費、労力費、道路復旧費、諸経
費、事務監督費の合計額とし、本市に前納するものとする。 

 
 
 
変更 
 
 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
２ 手数料（設計審査及び完成検査の手数料） 

(略) 
給水装置工事の種別 メーターの口径 金額（非課税） 備 考 

新設及び止水栓上流 
 
部を含む改造 

13 ミリメートル 
20 ミリメートル 
25 ミリメートル 
40 ミリメートル 
50 ミリメートル 

75 ミリメートル以上 

12,000 円 
20,000 円 
32,000 円 
64,000 円 
96,000 円 
※１ 

 

止水栓下流側の改造 

13 ミリメートル 
20 ミリメートル 
25 ミリメートル 
40 ミリメートル 
50 ミリメートル 

75 ミリメートル以上 

6,000 円 
10,000 円 
16,000 円 
32,000 円 
48,000 円 
※１ 

 

1 栓のみの改造  3,000 円 一時用改造含む 
各戸取出し  20,000 円  

※１ 以下の式による 
手数料 ＝ 工事にかかる費用×１００分の５ 

（工事にかかる費用については、参考資料編Ｐ.１０４参照） 

 

２ 手数料（設計審査及び完成検査の手数料） 
(略) 
給水装置工事の種別 メーターの口径 金   額 備 考 

新設及び止水栓上流 
 
部を含む改造 

13 ミリメートル 
20 ミリメートル 
25 ミリメートル 
40 ミリメートル 
50 ミリメートル 
75 ミリメートル 

以上のもの 

12,000 円 
20,000 円 
32,000 円 
64,000 円 
96,000 円 

管理者が別に定める額 

 

止水栓下流側の改造 

13 ミリメートル 
20 ミリメートル 
25 ミリメートル 
40 ミリメートル 
50 ミリメートル 
75 ミリメートル 

以上のもの 

6,000 円 
10,000 円 
16,000 円 
32,000 円 
48,000 円 

管理者が別に定める額 

 

1 栓のみの改造  3,000 円 一時用改造含む 
各戸取出し  20,000 円  

※75mm 以上のメーターを設置する場合等は、その都度協議する。 

 
 
追加 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
 
変更 
 
 
追加 

  



 
座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
３ 水道利用加入金 
（１）(略) 

メーター口径 金額（税別） 
13 ミリメートル 150,000 円 
20 ミリメートル 200,000 円 
25 ミリメートル 450,000 円 

円 40 ミリメートル 1,650,000円 
50 ミリメートル 3,000,000円 
75 ミリメートル 6,750,000円 

100 ミリメートル 11,500,000 円 
150 ミリメートル 25,200,000 円 
200 ミリメートル 37,300,000 円 
250 ミリメートル 67,500,000 円 

 

 

３ 水道利用加入金 
（１）(略) 

メーターの口径 金額（メーター１個につき） 
13 ミリメートルのもの 150,000 円 
20 ミリメートルのもの 200,000 円 
25 ミリメートルのもの 450,000 円 

円 40 ミリメートルのもの 1,650,000円 
50 ミリメートルのもの 3,000,000円 
75 ミリメートルのもの 6,750,000円 
100 ミリメートル以上のもの 管理者が別に定める額 
 
 
 

 
 
変更 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
２章 構造及び材質 
２・１ 構造及び材質 
２・１・１ 給水装置の構造及び材質 

給水装置の構造及び材質は、給水装置からの水の汚染を防止する
等の観点から、水道法及び水道法施行令（昭和 32 年 12 月政令第 336
号）に定める基準に適合するものでなければならない。 
給水装置の構造及び材質についての法令等の規定は、次のとおり

とする。 
１ 水道法第 16 条 給水装置の構造及び材質 
２ 水道法施行令第６条 給水装置の構造及び材質の基準 
３ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（全条） 
４ 給水条例第 12 条 給水装置の構造及び材質 
 

２章 構造及び材質 
２・１ 構造及び材質 
２・１・１ 給水装置の構造及び材質 

給水装置の構造及び材質は、給水装置からの水の汚染を防止する
等の観点から、水道法及び水道法施行令（昭和 32 年 12 月政令第 336
号）に定める基準に適合するものでなければならない。 
給水装置の構造及び材質についての法令等の規定は、次のとおり

とする。 
１ 水道法第 16 条 給水装置の構造及び材質 
２ 水道法施行令第５条 給水装置の構造及び材質の基準 
３ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（全条） 
４ 給水条例第 12 条 給水装置の構造及び材質 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
訂正 
 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
＜解説＞ 
４ 給水条例第 12 条 （給水装置の構造及び材質） 
（１）口径 50ｍｍ以下の分岐から止水栓及びメーター前後の指定材料
及び工法 
ア 口径 50ｍｍ以下 分岐から止水栓及びメーター前後の指定材料 

品   名 規 格 呼び径(mm) 記号・略号 備 考 

（略）     

スリーブコア（密着型） （略） （略） （略） （略） 

（略）     

水道用耐衝撃性硬質塩化 

ビニル管 

（略） （略） （略） （略） 

    〃   継手類 （略） （略） （略） （略） 

（略）     

水道用硬質塩化ビニル 

   ライニング鋼管 

（略） （略） （略） （略） 

    〃   継手類 （略） （略） （略） （略） 

（略）     
 

＜解説＞ 
４ 給水条例第 12 条 （給水装置の構造及び材質） 
（１）口径 50ｍｍ以下の分岐から止水栓及びメーター前後の指定材料
及び工法 
ア 口径 50ｍｍ以下 分岐から止水栓及びメーター前後の指定材料 

品   名 規 格 呼び径(mm) 記号・略号 備 考 

（略）     

スリーブコア （略） （略） （略） （略） 

（略）     

水道用耐衝撃性硬質塩化

ビニル管 

（略） （略） （略） （略） 

    〃   継手 （略） （略） （略） （略） 

（略）     

水道用硬質塩化ビニル 

   ライニング鋼管 

（略） （略） （略） （略） 

    〃   継手 （略） （略） （略） （略） 

（略）     
 

 
 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
（２）口径 75 ㎜以上 分岐からメーター前後及び給水本管の指定材料 
２．１．３ 給水装置工事材料の主な種類 
＜解説＞ 
７ メーターきょう、止水栓きょう 
（１）メーターきょう等の設置にあたっては、次の各号に掲げるとこと
による。 
ア～オ （略） 
カ メーターきょうには「量水器」の表示があること。止水栓きょうに
は「止水栓」の表示があること（止水栓きょうに「バルブ」の表示は不
可）。 
キ 複式メーターユニットの使用は可とする。 

（２）口径 75 ㎜以上 分岐からメーター前後の指定材料 
２．１．３ 給水装置工事材料の主な種類 
＜解説＞ 
７ メーターきょう、止水栓きょう 
（１）メーターきょう等の設置にあたっては、次の各号に掲げるとこと
による。 
ア～オ （略） 
 

追加 
 
 
 
 
 
 
新設 
 
 
新設 

 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
３章 給水装置の基本計画 
３・２ 給水方式の決定 
３・２・３ ３階建以上への直結直圧式給水 
＜解説＞ 
２ 水理計算確認書の提出 
工事事業者は、給水装置工事の申込時に主任技術者が水理計算によ

り当該建物への直結直圧式給水が可能であることを確認した証とし
て、水理計算確認書(水理計算書、アイソメ図を含む)を管理者に提出し
なければならない。 
３．２．４ 直結増圧式給水 
１ 適用条件 
（１）～（７） (略) 
（８）子メーターを設置する場合、口径は 20mm以上とする。 
 

３章 給水装置の基本計画 
３・２ 給水方式の決定 
３・２・３ ３階建以上への直結直圧式給水 
＜解説＞ 
２ 水理計算確認書の提出 
工事事業者は、給水装置工事の申込時に主任技術者が水理計算によ

り当該建物への直結直圧式給水が可能であることを確認した証とし
て、水理計算確認書を管理者に提出しなければならない。 

 
３．２．４ 直結増圧式給水 
１ 適用条件 
（１）～（７） (略) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
追加 
 
 
 
 
新設 
 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
＜直結増圧式給水の動水勾配線図＞ 
配水管圧力が 0.07Ｍ㎩を下回った場合は増圧ポンプを停止し、0.10Ｍ
㎩まで回復してから増圧ポンプの運転を再開するよう、ＰＬおよびＰＨ

を設定すること。 
PL：配水管圧力の低下による停止圧力設定＝0.07ＭPa－（Ｐ１＋Ｐ２＋減圧
式逆流防止器の圧力損失） 
PH：配水管圧力の回復による復帰圧力設定＝0.10ＭPa－（Ｐ１＋Ｐ２＋減圧
式逆流防止器の圧力損失） 
（※）給水装置行使設計施工基準の本文および開設を参照すること。 

増圧ポンプに逆流防止器が内蔵されており、圧力センサーが逆
流防止装置の手前に設置されている場合は、減圧式逆流防止器の
圧力損失は除外する。 

 
３・４ 給水管口径等の決定 
３・４・１メーター口径の選定 
＜解説＞ 
（略） 
＜メーター口径と給水栓の設置数＞ 

メーター口径 13 mm の水栓数 
13 1～6 個 
20 7 個以上 

※二世帯住宅で水栓数が 11 以上となる場合、メーター口径は 25mm とする。 

＜直結増圧式給水の動水勾配線図＞ 
 
 
 
PL：配水管圧力の低下による停止圧力設定＝0.07ＭPa－（Ｐ１＋Ｐ２＋減圧
式逆流防止器の圧力損失） 
PH：配水管圧力の回復による復帰圧力設定＝0.10ＭPa－（Ｐ１＋Ｐ２＋減圧
式逆流防止器の圧力損失） 
（※）給水装置行使設計施工基準の本文および開設を参照すること。 
 
 
 
 
３・４ 給水管口径等の決定 
３・４・１メーター口径の選定 
＜解説＞ 
（略） 
＜メーター口径と給水栓の設置数＞ 

メーター口径 13 mm の水栓数 
13 1～6 個 
20 7 個以上 

 

 
追加 
 
 
 
 
 
 
 
追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追加 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
４章 給水装置工事設計図面及び完成図面の作成 
４・２ 図面作成の標準 
＜解説＞ 
２ 図面の種類と作図 
（１）図面は、方位、案内図、平面図、立面図（配管図）を含み給水装
置工事主任技術者名を必ず記載（削除）する。なお、必要に応じ 詳細
図、系統図及びその他の図面を作成すること。 
 
４ 表示記号 
（３）タンク類、その他 

名称 貯水槽 高置水槽 ポンプ 複式メータ

ーユニット 

表示記号 

 

 

 

 

   

 
 

４章 給水装置工事設計図面及び完成図面の作成 
４・２ 図面作成の標準 
＜解説＞ 
２ 図面の種類と作図 
（１）図面は、方位、案内図、平面図、立面図（配管図）を含み給水装
置工事主任技術者名を必ず記載・押印する。なお、必要に応じ 詳細図、
系統図及びその他の図面を作成すること。 
 
４ 表示記号 
（３）タンク類、その他 

名称 

 

貯水槽 

 

高置水槽 

 

ポンプ 

 

表示記

号 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
削除 
 
 
 
 
追加 

  

Ｐ Ｐ 



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
５章 工事申込み及び手続き 
５・１給水装置工事申込み 
＜解説＞ 
１ 
（２）申請に必要な図書 
 ア 申請図書類 

No 図書名 様式 部数 備考 

(略)     

(削除)     

(略)     

 イ 図書の説明 
９ 支管分岐承諾書 
他人の給水装置から分岐する場合、当該給水装置所有者の同意を証

するため、その所有者が住所及び氏名を記入（削除）したものを提出す
る。 
12 土地使用承諾書 
他人の所有地内又は建物内に給水装置工事を施行する場合、当該土

地又は建物の所有者の同意を証するため、その所有者が住所及び氏名
を記入（削除）したものを提出する。 
 

５章 工事申込み及び手続き 
５・１給水装置工事申込み 
＜解説＞ 
１ 
（２）申請に必要な図書 
 ア 申請図書類 

No 図書名 様式 部数 備考 

(略)     

８ 給水装置用途変更届 管理規程第９号 １ 必要と認める場合 

(略)     

 イ 図書の説明 
10 支管分岐承諾書 
他人の給水装置から分岐する場合、当該給水装置所有者の同意を証

するため、その所有者が住所及び氏名を記入し、かつ押印したものを提
出する。 
13 土地使用承諾書 
他人の所有地内又は建物内に給水装置工事を施行する場合、当該土

地又は建物の所有者の同意を証するため、その所有者が住所及び氏名
を記入し、かつ押印したものを提出する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
削除 
 
 
変更 
 
削除 
 
変更 
 
 
削除 
 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
14 許可申請書（※河川） 
15 急傾斜地内行為許可申請書 
19 住民票又はそれに代わる書類 
21 水理計算確認書・水理計算書 
22 直結増圧式給水条件承諾書 
23 管路活水器等維持管理誓約書 
26 その他誓約書等 
 

15 許可申請書（※河川） 
16 急傾斜地内行為許可申請書 
20 住民票又はそれに代わる書類 
22 水理計算確認書・水理計算書 
23 直結増圧式給水条件承諾書 
24 管路活水器等維持管理誓約書 
27 その他誓約書等 
 

変更 
変更 
変更 
変更 
変更 
変更 
変更 
 

 

  



改正後 改正前 備考 
５・２ 完成届 
＜解説＞ 
２ 完成届に必要な図書 

No． 図  書  名 様  式 部数 備 考 

１～５ 省略 

６ 給水申込書 (新規・再開・中止

等） 

 １ メーター１個に

つき１枚 

共同住宅の場合

は、1 枚で可 

 

 

(削除)    

 

 

(削除)    

 (削除)    

 

 

(削除)    

 

 

(削除)    

 

 

(削除)    

7 その他  １  
 

５・２ 完成届 
＜解説＞ 
２ 完成届に必要な図書 

No． 図  書  名 様  式 部数 備 考 

１～５ 省略 

６ 給水申込書 (新規・再開・中止

等） 

 １ メーター１個に

つき１枚 

 

 

７ 中・高層住宅等の各戸検針取扱

申請書 

取扱要綱第１号 

又は第２号 

１  

８ 中・高層住宅等の各戸検針取扱

申請者継承届 

取扱要綱第５号 １  

９ 連絡責任者選任（変更）届 取扱要綱第４号 １  

10 各戸検針（付帯設備含む）対象

簿 

取扱要綱第１号 １  

11 各戸検針切替に伴う暗証番号

報告書 

 １ オートロックマ

ンションの場合 

12 貯水槽以下設備メーター設置

確認検査依頼書 

 １  

13 その他  １  
 

 
 
 
 
 
 
 
追記 
 
削除 
 
削除 
 
削除 
削除 
 
削除 
 
削除 
 
変更 
 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
６章 給水装置の施行 
６・２給水装置の分岐 
＜解説＞ 
２ 配水管等の安全及び工事の安全のため、他の給水管の分岐位置や
配水管の継手部から 0.3ｍ以上離す必要がある。ただし、不断水割Ｔ字
管とは、0.6ｍ以上、不断水割Ｔ字管同士の場合は、1.0ｍ以上離さなけ
ればならない。ここでいう距離は、穿孔穴の中心間の距離ではなく、サ
ドル付分水栓等の端同士の距離（見えている配水管等の直管部の距離）
とする。 
 
６・３ 給水管の埋設深さ及び占用位置 
＜解説＞ 
１ 給水管等の埋設場所及び深さは、次によること。 
（１）（略） 
（２）占用位置は、原則として道路境界から１．０ｍ前後離し配管する
こととし、埋設深さは次の表を標準とする。 

布設場所 埋設深さ 摘要 口径 50mm 以下 口径 75mm 以上 
市道 道路管理者の指示

による 
道路管理者の指示
による 

0.72ｍまで、路上で
の立上げ可 

（略）    
※埋設深さが上記を満たさない配水管等から給水管等を分岐する場
合、分岐した後に上記を満たすように配管すること。 

６章 給水装置の施行 
６・２給水装置の分岐 
＜解説＞ 
２ 配水管等の安全及び工事の安全のため、他の給水管の分岐位置

から 0.3ｍ以上離す必要がある。ただし、不断水割Ｔ字管とは、0.6ｍ以
上、不断水割Ｔ字管同士の場合は、1.0ｍ以上離さなければならない。 

 
 
 
 

６・３ 給水管の埋設深さ及び占用位置 
＜解説＞ 
１ 給水管等の埋設場所及び深さは、次によること。 
（１）（略） 
（２）占用位置は、原則として道路境界から１．０ｍ前後離し配管する
こととし、埋設深さは次の表を標準とする。 

布設場所 埋設深さ 摘要 口径 50mm 以下 口径 75mm 以上 
市道 道路管理者の指示

による 
道路管理者の指示
による 

原則、配水管等と同
一で 0.72m以上とす
る 

（略）    
 

 
 
 
 
追加 
 
追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
追加 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
６・５ 弁類等の設置 
６・５・１ 止水栓の位置 
＜解説＞ 
１ 止水栓 
（３）メーター上流側で使用できる止水栓は次の表のとおりとする。 

区分 
口径(mm) 

道路 宅地内 備考 

20～50 まで ステンレス製ボ
ール止水栓 

ステンレス製ボ
ール止水栓 

φ50 給水本管の
場合はソフトシ
ール仕切弁 

75 以上 ソフトシール仕
切弁 

ソフトシール仕
切弁 

 

 
６・５・３ 排水弁の設置 
１ 排水弁の位置 
（５）管路が口径 50mm の場合の排水弁は、別途定める標準図のとお
りとすること。 
 

６・５ 弁類等の設置 
６・５・１ 止水栓の位置 
＜解説＞ 
１ 止水栓 
（３）メーター上流側で使用できる止水栓は次の表のとおりとする。 

区分 
口径(mm) 

道路 宅地内 備考 

20～50 まで 青銅製仕切弁（埋
設用） 

ボール止水栓 φ50 給水本管の
場合はソフトシ
ール仕切弁 

75 以上 ソフトシール仕
切弁 

ソフトシール仕
切弁 

 

 
６・５・３ 排水弁の設置 
１ 排水弁の位置 
（５）管路が口径 50mm の場合は、町野式排水弁を設置することする
こと。 
 

 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
 
 
 
変更 

 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
＜解説＞ 
１ 排水弁の位置 
（管路が口径 50ｍｍの場合の排水弁標準図 

 

 

＜解説＞ 
 
 

 
新設 

 

  



座間市給水装置設計施工基準 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
６・６ 水道メーターの設置 
＜解説＞ 
２ メーター前後の配管 
（１）口径 50 以下メーター前後の配管 
ア  メーター（口径 13～40）前後の配管は、原則として HIVPとし、
HI ガイドナット付メーターユニオンとする。ただし、ステンレス鋼鋼
管にて布設する場合には絶縁袋ナット付メーター用ソケット（伸縮可
とう式）とする。また、各階各戸にメーターを設置する場合は、メータ
ー前後の配管に水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）と鋼
管用メーターユニオンの使用、又はメーター設置器（メーターユニッ
ト）及び各管種に適したメーター設置器用フレキシブル継手の使用は
可とする。なお、メーター設置器は、O リングが各社共通のものを使
用すること（メーター設置機本体に「共」マークがあるもの）。メータ
ー設置器は、原則として床置きとすること。 

    

６・６ 水道メーターの設置 
＜解説＞ 
２ メーター前後の配管 
（１）口径 50 以下メーター前後の配管 
ア  メーター（口径 13～40）前後の配管は、原則として HIVPとし、
HI ガイドナット付メーターユニオンとする。ただし、ステンレス鋼鋼
管にて布設する場合には絶縁袋ナット付メーター用ソケット（伸縮可
とう式）とする。また、各階各戸にメーターを設置する場合は、メータ
ー前後の配管に水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）と鋼
管用メーターユニオンの使用、又はメーター設置器（メーターユニッ
ト）及び各管種に適したメーター設置器用フレキシブル継手の使用は
可とする。なお、メーター設置器は、原則として床置きとすること。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追加 

 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１ 給水装置工事主任技術者の職務 
 ２ 給水装置工事主任技術者の役割 
 水道法抜粋 
 （給水装置工事主任技術者） 
第二十五条の四   
３ 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなけ
ればならない。 
一～三 （省略） 
四 その他国土交通省令で定める職務 

 
 水道法施行規則抜粋 
 （給水装置工事主任技術者の職務）  
第二十三条  法第二十五条の四第三項第四号 の国土交通省令で定め
る給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域において
施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲げる連
絡又は調整を行うこととする。 
 

１ 給水装置工事主任技術者の職務 
 ２ 給水装置工事主任技術者の役割 
 水道法抜粋 
 （給水装置工事主任技術者） 
第二十五条の四   
３ 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなけ
ればならない。 
一～三 （省略） 
四 その他厚生労働省令で定める職務 

 
 水道法施行規則抜粋 
 （給水装置工事主任技術者の職務）  
第二十三条  法第二十五条の四第三項第四号 の厚生労働省令で定
める給水装置工事主任技術者の職務は、水道事業者の給水区域にお
いて施行する給水装置工事に関し、当該水道事業者と次の各号に掲
げる連絡又は調整を行うこととする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
変更 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
２ 給水装置の構造及び材質の基準等 
２．給水装置の構造及び材質の基準（法施行令第 6 条） 
①水道事業者の給水契約の拒否などの判断基準であることから給水
装置が有すべき必要最小限の基準を規定（第 1項、第 2 項） 

②第 1 項に規定する基準の明確化、性能基準化するため技術的細目
を国土交通省令で定めることを規定（第 2項） 

 
水道法施行令抜粋 
（給水装置の構造及び材質の基準）  
第 6 条  法第 16 条の規定による給水装置の構造及び材質は、次の
とおりとする。 
（１）～（７）省略 
２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目
は、国土交通省令（浄水の水質を保持するために必要な技術的細目に
あっては、国土交通省令・環境省令）で定める。 
３ 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を制定し、又は改廃しよう
とするときは、環境大臣の水道により供給される水の水質の保全又
は水道の衛生の見地からの意見を聴かなければならない。 
４ 環境大臣は、水道により供給される水の水質の保全又は水道の
衛生の見地から必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第
二項の国土交通省令を制定し、又は改廃することを求めることがで
きる。  

２ 給水装置の構造及び材質の基準等 
２．給水装置の構造及び材質の基準（法施行令第 6 条） 
①水道事業者の給水契約の拒否などの判断基準であることから給水
装置が有すべき必要最小限の基準を規定（第 1項、第 2 項） 

②第 1 項に規定する基準の明確化、性能基準化するため技術的細目
を厚生労働省令で定めることを規定（第 2項） 

 
水道法施行令抜粋 
（給水装置の構造及び材質の基準）  
第５条  法第 16 条の規定による給水装置の構造及び材質は、次の
とおりとする。 
（１）～（７）省略 
２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目
は、厚生労働省令で定める。 

 
変更 
 
 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
追加 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 

制  定 平成 9年 3 月 19 日  厚 生 省 令  第 14 号 
最近改正 令和 6年 3 月 29 日 厚生労働省令 第 16 号 

（改正内容の詳細省略） 
 
 
７ 流量計算（例） 
２ 計算 
（２）計算例 
ウ 所要水頭の計算 
給水管 G~H間 32.0 20 以降略 
メーター用自在
継手×2 

32.0 20 以降略 

補助止水栓 32.0 20 以降略 
メーター 32.0 20 以降略 
給水管 H~I 間 32.0 20 以降略 
ボール止水栓 32.0 20 以降略 
サドル付分水栓 32.0 20 以降略 

 
 

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 
制  定 平成 9年 3 月 19 日  厚 生 省 令  第 14 号 
最近改正 平成 24年 9月 6日 厚生労働省令 第 123 号 

（改正内容の詳細省略） 
 
 
７ 流量計算（例） 
２ 計算 
（２）計算例 
ウ 所要水頭の計算 
給水管 G~H間 32.0 20 以降略 
メーター用自在
継手×2 

32.0 20 以降略 

補助止水栓 32.0 20 以降略 
メーター 32.0 20 以降略 
給水管 G~H間 32.0 20 以降略 
ボール止水栓 32.0 20 以降略 
サドル付分水栓 32.0 20 以降略 

 
 

 
 
更新 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訂正 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
８ 直結増圧給水における水理計算事例 
４ 計算結果 
（１）各区間の損失水頭を表で示す。 

区間  損失水頭 高低差 所要水頭 
A~B間 （略） 1.74 0.9 2.64 
B~C間 （略） 0.50 0.0 0.5 
小計 （略） 2.24 0.9 3.14 

C （略） 9.30  9.30 
（以降略）     
 
（２）増圧給水設備の吐出圧の設定 
ＰＬ：配水支管圧力の低下による停止圧力設定 
7.00m  － （Ｐ１＋Ｐ２）           ＝ 3.86ｍ 
ＰＨ：配水支管圧力の回復による復帰圧力設定 
10.00m － （Ｐ１＋Ｐ２）           ＝ 6.86ｍ 
 
 

８ 直結増圧給水における水理計算事例 
４ 計算結果 
（１）各区間の損失水頭を表で示す。 

区間  損失水頭 高低差 所要水頭 
A~B間 （略） 1.74 0.9 2.64 
B~C間 （略） 0.50 0.0 0.5 

C （略） 9.30  9.30 
小計 （略） 11.54 0.9 12.44 

（以降略）     
 
（２）増圧給水設備の吐出圧の設定 
ＰＬ：配水支管圧力の低下による停止圧力設定 
20.00m－（Ｐ１＋Ｐ２＋減圧式逆流防止器の圧力損失）＝ 9.86ｍ 
ＰＨ：配水支管圧力の回復による復帰圧力設定 
25.00m－（Ｐ１＋Ｐ２＋減圧式逆流防止器の圧力損失）＝14.86ｍ 
 

 
 
 
変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更 

 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
９ 貯水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについて 
１．事前確認 
（略） 
（１）更生工事の履歴のない受水槽式給水設備から、直結給水方式に
切替える場合 

③水質試験 
（略） 
・試験項目は表９－１－１に示す項目とする。 

 
（２）更生工事を施行した履歴があり、ライニングに使用された塗料・
工法及び施工状況が明らかな場合 

③浸出性能確認の水質試験 

（略） 

・試験項目は、表９－１－１に示す項目のほか、更生工事に使用され
た塗料から浸出する可能性のある項目とする。 

 

（３）更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・
工法・施工状況が確認できない場合 

③浸出性能試験 

（略） 

・試験項目は、表９－１－１に示す項目のほか、浸出等に関する基準
別表第１のすべての項目とする。 

９ 貯水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについて 
１．事前確認 
（略） 
（１）更生工事の履歴のない受水槽式給水設備から、直結給水方式に
切替える場合 

③水質試験 
（略） 
・試験項目は味、臭気、色度、濁度とする。 

 
（２）更生工事を施行した履歴があり、ライニングに使用された塗料・
工法及び施工状況が明らかな場合 

③浸出性能確認の水質試験 

（略） 

・試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更生工事に使用された
塗料から浸出する可能性のある項目とする。 

 

（３）更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・
工法・施工状況が確認できない場合 

③浸出性能試験 

（略） 

・試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、浸出等に関する基準別
表第１のすべての項目とする。 

 
 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
 
 
 
変更 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
表９－１－１ 水質試験項目 

 項目  項目 
① 一般細菌 ⑨ 塩化物イオン 
② 大腸菌 ⑩ 有機物（TOC） 
③ 鉛及びその化合物 ⑪ pH 値 
④ 亜硝酸態窒素 ⑫ 味 
⑤ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ⑬ 臭気 
⑥ 亜鉛及びその化合物 ⑭ 色度 
⑦ 鉄及びその化合物 ⑮ 濁度 
⑧ 銅及びその化合物   

 
２ 給水装置工事の申込み 
（略） 

（削除） 
 

図 書 類 （１） （２） （３） 

（略）    

浸出性能確認の水質試験成績証明書  ○ 
○ 

浸出性能試験成績証明書   

（削除）    

その他水道事業者が指示した図書 ○ ○ ○ 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
２ 給水装置工事の申込み 
（略） 

「直結切替誓約書」は（１）（２）（３）について、埋込み等により構造材質の確

認が困難な場合があること及び管理者が耐圧試験の現地確認を行わないこと

から、申請者は、直結切替誓約書を申込み時に提出すること。 

図 書 類 （１） （２） （３） 

（略）    

浸出性能確認の水質試験成績証明書  ○ 
○ 

浸出性能試験成績証明書   

直結切替誓約書 ○ ○ ○ 

その他水道事業者が指示した図書 ○ ○ ○ 

新設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
削除 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１０－２ 給水装置の更生工事施行に係る事前調査結果報告書 

 

 

１０－２ 給水装置の更生工事施行に係る事前調査結果報告書 

 

 

 
印削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１１ 水道利用加入金に関する事務取扱い基準 
４ 社員寮、寄宿舎等の取扱い 

事      例 水道利用加入金の額 
②２世帯住宅等の取扱い 
ア）独立した２戸の住宅等として
取扱う場合 

玄関玄関

 
 
 
イ）１個として取扱う場合 

玄関

 

ア）次のいずれかの場合 

(1)建築確認書から共同住宅又は長屋住

宅と認められる場合 

(2)申込者が複数のメーターを希望する

場合 

※下記 イ）に該当する場合でも、希

望があれば複数のメーターをつけるこ

とも可 

(3)イ）以外で独立して生計を営むこと

ができる構造で、各室に専用の台所・

風呂・便所を備えている場合 

◎ 各 2々0㎜メーターの場合 

200,000円×2戸= 400,000円 

イ）それぞれの住宅等が、玄関、内階

段、廊下等いずれかの共用部分を有す

る場合 

 ◎ 25㎜メーターの場合 

450,000円 
 

１２ 座間市中・高層住宅等の給水事務取扱い要綱 
４ 社員寮、寄宿舎等の取扱い 

事      例 水道利用加入金の額 
②２世帯住宅等の取扱い 
ア）独立した２戸の住宅等として
取扱う場合 

玄関玄関

 
 
 
イ）１個として取扱う場合 

玄関

 

ア）建築確認書から共同住宅又は長屋住

宅と認められる場合 

申込者が複数のメーターを希望する

場合 

イ）以外で独立して生計を営むこと

ができる構造で、各室に専用の台所・

風呂・便所を備えている場合 

◎ 各 2々0㎜メーターの場合 

200,000円×2戸= 400,000円 

 

 

 

 

イ）それぞれの住宅等が、玄関、内階

段、廊下等いずれかの共用部分を有す

る場合 

◎ 20㎜メーターの場合 

200,000円 
 

 
 
 
 
変更 
 
変更 
 
追加 
 
 
変更 
 
 
 
 
 
 
 
変更 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
（削除） 
 
１２ 座間市水道事業の貯水槽の設置等指導要綱 
 
１３ 貯水槽以下設備の申請図面の書き方と設計・施工上の注意 

１２ 座間市中・高層住宅等の給水事務取扱い要綱 
 
１３ 座間市水道事業の貯水槽の設置等指導要綱 
 
１４ 貯水槽以下設備の申請図面の書き方と設計・施工上の注意 

削除 
 
変更 
 
変更 

 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１４ 配水管等自費工事取扱要領 

 
 

１５ 配水管等自費工事取扱要領 

 

変更 
印削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

 
㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

 
㊞削除 

 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

 
㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

 
 

 

 
㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１５ ｢給水装置工事申込及び施工承認願｣の手引き 
下記の記載事項について誤りがないかを確認し、「給水装置工事申込書
及び施工承認願い」を提出して下さい。  
① 受任者（代行者）・委任者（申込者）・日付 
１）（略） 
２）委任者（申込者）の住所、氏名は建築確認済書（三面まで）等と同

一か確認し（削除）、氏名にフリガナを記入して下さい。 
（削除） 

 
 
⑧誓約書欄（削除） 
・内容(提出されている届や誓約書などの文書名)（削除）を確認して下
さい。 
以下、主な誓約内容です。 

（削除） 
 

１６ ｢給水装置工事申込及び施工承認願｣の手引き 
下記の記載事項について誤りがないかを確認し、「給水装置工事申込書
及び施工承認願い」を提出して下さい。  
① 受任者（代行者）・委任者（申込者）・日付 
１）（略） 
２）委任者（申込者）の住所、氏名は建築確認済書（三面まで）等と同

一か確認し委任者（申込者）の押印を確認して、氏名にフリガナを
記入して下さい。 
なお、委任者が連名の場合、押印は人数分必要です。 

 
⑧誓約書欄（原則、委任者の直筆で記入） 
・内容(提出されている届や誓約書などの文書名)と署名捺印を確認し
て下さい。 
以下、主な誓約内容です。 

１）所有者変更に関するもの 
・所有者変更届に旧所有者の印があれば不要です。 
・所有者変更届に旧所有者の印がない場合は 
（旧所有者が不明の場合や、見つからない時） 
→ 新所有者の権利が確認できるもの｢全部事項証明書｣などを添付し、
｢所有者変更の誓約｣が必要になります。 

｢所有者変更に関し問題が生じた場合は、自己の責任において処理しま
す。｣ 

変更 
 
 
 
 
 
削除 
削除 
 
 
削除 
削除 
 
 
削除 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１）貯水槽に関するもの  
・飲食店など水を多量に使用する施設については、本来、貯水槽設置が
原則でありますが、貯水槽を設置しない場合は  
｢貯水槽を設置しなかったことによる、減・断水や水の出不良について
は、一切局に対して苦情は申しません。｣ 
 
２）取出し口径を変更しなかったことに関するもの（φ１３から→φ２
０のみ） 
｢取出し口径を変更しなかったことによる水の出不良については、一切
局に対 して苦情は申しません。｣ 
 
３）公共下水道工事に伴い、取出管口径及びメーター口径がφ１３で、
８栓までの給水に関すること。（公共下水道に係わる特例のみ） 
｢取出し口径及びメーター口径を変更しなかったことによる、水の出不
良については、一切局に対して苦情は申しません。｣ 
 
４）私道における給水本管の所有者が不明で、分岐承諾が得られない場
合 
｢給水本管の所有者が不明の為、この件に関して問題が生じた場合は、
当方で 責任をもって対処します。｣ 
 

２）貯水槽に関するもの 
・飲食店など水を多量に使用する施設については、本来、貯水槽設置が
原則でありますが、貯水槽を設置しない場合は 
｢貯水槽を設置しなかったことによる、減・断水や水の出不良について
は、一切市に対して苦情は申しません。｣ 
 
３）取出し口径を変更しなかったことに関するもの（φ１３から→φ２
０のみ） 
｢取出し口径を変更しなかったことによる水の出不良については、一切
市に対 して苦情は申しません。｣ 
 
４）公共下水道工事に伴い、取出管口径及びメーター口径がφ１３で、
８栓までの給水に関すること。（公共下水道に係わる特例のみ） 
｢取出し口径及びメーター口径を変更しなかったことによる、水の出不
良については、一切市に対して苦情は申しません。｣ 
 
５）私道における給水本管の所有者が不明で、分岐承諾が得られない場
合 
｢給水本管の所有者が不明の為、この件に関して問題が生じた場合は、
当方で 責任をもって対処します。｣ 
 

変更 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
 
変更 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
（削除） 
 
 
５）２階（３階）の屋上に水栓を設ける場合 
｢２階（３階）の屋上に水栓を設けますが、給水の器具等が故障し、又
は減断水や水の出不良が生じましても局に対して苦情は申しません。｣ 
 
６）私設メーターを設置する場合 
｢私設メーターを設置いたしますが、給水の器具等が故障し、又は減・
断水や 水の出不良が生じましても局に対して苦情は申しません。｣ 
 
７）水栓を設けずプラグ止めのとき 
｢今回の給水工事ではプラグ止めをいたしますが、将来、給水栓等を設
ける場 合は改造申請をいたします。｣ 
 
８）管路活水器等を設置する場合 
 
９）（削除）井水からの直結切替に関するもの 
 

６）３階建の建物に関すること （３階が無給水の場合） 
｢３階には給水しません。｣ 
 
７）２階（３階）の屋上に水栓を設ける場合 
｢２階（３階）の屋上に水栓を設けますが、給水の器具等が故障し、又
は減断水や水の出不良が生じましても市に対して苦情は申しません。｣ 
 
８）私設メーターを設置する場合 
｢私設メーターを設置いたしますが、給水の器具等が故障し、又は減・
断水や 水の出不良が生じましても市に対して苦情は申しません。｣ 
 
９）水栓を設けずプラグ止めのとき 
｢今回の給水工事ではプラグ止めをいたしますが、将来、給水栓等を設
ける場 合は改造申請をいたします。｣ 
 
１０）管路活水器等を設置する場合 
 
１１）貯水槽以下設備・井水からの直結切替に関するもの 
 

削除 
 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
変更・削
除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
⑨ 権利者承諾欄（削除） 
（略） 
 
⑩ 給水装置工事費欄 
（略） 
※復旧は仮復旧までの費用を算出してください。 
 
⑭申込書図面について 
（略） 
・取出管の使用材料は、 φ２０～φ５０はステンレス管（ＣＳＳＰ）  
φ７５以上はＤＩＰ･ＮＳ型、ＤＩＰ･ＧＸ型、ＨＰＰＥ管を使用して下
さい。 
 
⑮主任技術者（削除） 
・市へ登録されている主任技術者を記入して下さい。また、検査につい
ては必ず記入された主任技術者の方が対応して下さい。複数名にわた
る場合は、枠内に記入して下さい。また、免状交付番号を記入して下さ
い。 
 

⑨ 権利者承諾欄 （所有権者の直筆で記入、捺印） 
（略） 
 
⑩ 給水装置工事費欄 
（略） 
 
 
⑭申込書図面について 
（略） 
・取出管の使用材料は、 φ２０～φ５０はステンレス管（ＣＳＳＰ）  
φ７５以上はＤＩＰ･ＮＳ型、ＨＰＰＥ管を使用して下さい。 
 
 
⑮主任技術者印 
・市へ登録されている主任技術者の印を押して下さい。また、検査につ
いては必ず押印された主任技術者の方が対応して下さい。複数名にわ
たる場合は、枠内に記入して下さい。また、免状交付番号を記入して下
さい。 

削除 
 
 
 
 
追加 
 
 
 
 
追加 
 
 
削除 
変更 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
その他 
② ○改（工事用）の取り扱い（特例） 
１）略 
２）現地にメーターがない場合 
・口径変更がない場合は、メーターを出庫できます。水道料金お客様
センターで手続きをしてください。 

・口径変更がある場合は、通常どおり工事用の給水申込みを受けて、
検査を行います。 

 
⑧ 直結直圧の共同住宅等（連合申請）の申込書と平面図、立面図等
は、直結増圧・貯水槽の申込み同様、一括で作成してください。 
申込みに係わる新設の（削除）図面配管は赤色で表示して下さい。

（削除）各配管系統に連合Ｎo.を表記して下さい。メーター記号の表
示色の扱いは、⑭申込書図面についての２）平面図の説明と同様で
す。 

 
 

その他 
② ○改（工事用）の取り扱い（特例） 
１）略 
２）現地にメーターがない場合 
・通常どおり工事用の給水申込みを受けて、検査を行います。 

 
 
 
 
⑧ 直結直圧の共同住宅等（連合申請）の申込書と平面図、立面図等
は、直結増圧・貯水槽の申込み同様、一括で作成してください。 

  申込みに係わる新設の取出し管から宅地内又は建物内メイン管ま
での図面配管は赤色で表示して下さい。各戸・共用栓等への分岐部か
らの配管は黒色で表示し、各配管系統に連合Ｎo.を表記して下さい。
メーター記号の表示色の扱いは、⑭申込書図面についての２）平面図
の説明と同様です。 

 

 
 
 
 
追加 
 
追加 
 
 
 
 
削除 
削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１６ 給水装置工事申込及び施工承認願チェック表 

No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

① 

□ (略)   

□ (削除)  

 
 
 
 
 

 

１７ 給水装置工事申込及び施工承認願チェック表 
No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

① 

□ (略)   

□ 申込受付番号 
表紙の左端に記
入です 

給水装置
工事申込
受付簿の
番号を記
入 

 

変更 
 
 
 
 
 
削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
 

No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

② 

□ 充当栓番 

改造申請で
既設栓番を
使用する場
合等に記入
してくださ
い 

改造等により、既
存栓番の権利を使
用する場合は必ず
記入です。各戸取
出の給水管を使用
する場合は管理番
号（管○○〇〇〇）
を記入。新設は不
要になりますの
で、空白です 

□ 水栓(管理)番号 

 
 
局の職員の
記入欄です 
 
 

書類提出の際は記
入不要です。 

□ 開栓 
局の職員の
記入欄です 

書類提出の際は記
入不要です。 

 

 
No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

□ 水栓(管理)番号 

既設栓番を
記入する場
合 は 鉛 筆
で、欄外上
に記入して
ください 

改造等により、既
存栓番の権利を使
用する場合、必ず
記入です。また新
設は不要になりま
すので、空白です 

□ 開栓 
市の職員の
記入欄です 

書類提出の際は記
載不要です。 

 

 
 
追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
変更 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
 

No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑥ 

□ 本管 
管種・口径
の 記 入 で
す。 

分岐する本管（配
水管または給水本
管）の管種、口径を
記入 

□ 取出管 
管種・口径
の 記 入 で
す。 

間違えやすい管種
として座間市は 
「 SUS→CSSP 、
HVP→HIVP」と 
統一しています 

 
 

 
No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑥ 

□ 本管 
管種・口径
の 記 入 で
す。 

 
私道の場合は給水
本管になります 
 

□ 取出管 
管種・口径
の 記 入 で
す。 

 
 
 
 
 

 

 
 
変更 
 
 
 
追加 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
 

No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑧ 

□ 誓約書 

（削除）誓
約書欄に記
入 も し く
は、別紙に
て提出をお
願いします 
（以降略） 
 

所有者変更・貯水
槽・取出し口径無
変更・公共下水道・
給水本管所有者不
明・３階の建物・２
階（３階）屋上・私
設メーター・プラ
グ止め・管路活水
器等（削除） 
（以降略） 

□ 

 
 
添付書類 
（削除） 
 
 

（削除）別
紙にて提出
をお願いし
ます 
（以降略） 

（略） 

 

 
No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑧ 

□ 誓約書 

必ず署名捺
印が必要で
す。誓約書
欄に記入も
しくは、別
紙にて提出
をお願いし
ます 
（以降略） 
 

所有者変更・貯水
槽・取出し口径無
変更・公共下水道・
給水本管所有者不
明・３階の建物・２
階（３階）屋上・私
設メーター・プラ
グ止め・管路活水
器等・直結切替 
（以降略） 

□ 
添付書類 
（要押印） 

必ず署名捺
印が必要で
す。別紙に
て提出をお
願いします 
（以降略） 

（略） 

 

 
 
 
削除 
 
 
 
 
 
 
削除 
 
 
 
 
削除 
 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
 

No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑨ 
□ 

権利者承諾欄 
（削除） 

土地建物使
用承諾 
（削除） 

私有地、私道等に
おいて掘削を行う
場合、必ず記載し
てください 
 
所有者不明の場
合、誓約書で許可 

 
別支管分岐
承諾 
 
（削除） 
 

（略） 

□ 添付書類 （略） （略） 
 

 
No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑨ 
□ 

権利者承諾欄 
（要押印） 

土地建物使
用承諾 
押印がない
場合、決裁
が止まりま
す 

私有地、私道等に
おいて掘削を行う
場合、必ず記載し
てください 
 
親族のみ許可 
 

別支管分岐
承諾 
押印がない
場合、決裁
が止まりま
す 

（略） 

□ 添付書類 （略） （略） 
 

 
 
 
 
 
 
削除 
変更 
 
削除 
 
削除 
 
 
 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
 

No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑩ □ 給水装置工事費 （略） 

・口径 75mm 以上
の給水管での取出
しの場合と、私道
に給水本管を布設
する場合に記入し
てください。 
・工事費は万円止
め 
（以降略） 

⑪ □ 確認事項 

該当項目に
丸です 
１  所有者
変更届 
新設は無 
（削除） 
（以降略） 

１ 所有者変更届 
有の場合 旧所
有者の同意を得
られない場合、
新所有者の権利
がわかる書類
（全部事項証明
書等）を添付し
てください 

（以降略） 
 

 
No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑩ □ 給水装置工事費 （略） 

 
 
 
 
 
 
・工事費は万円止
め 
（以降略） 

⑪ □ 確認事項 

該当項目
に丸です 
１ 所有者
変更届 
新設は無 
改造は有 
（以降略） 

１ 所有者変更届 
有の場合 旧所
有者の印がとれ
ない場合、新所
有者の権利がわ
かる書類（全部
事項証明書等）
を添付してくだ
さい 

（以降略） 
 

 
 
追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
削除 
 
 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
 

No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑫ 
□ 給水管延長 

新設する取
出し管の管
種 と 口 径
（削除 )を
記入してく
ださい 

給水管の場合は、
本管からの分岐部
から止水栓までの
管種と口径、給水
本管の場合は配水
管からの分岐部か
ら末端までの管種
と口径を記載して
ください 
間違えやすい管種
として座間市は 
「 SUS→CSSP 、
HVP→HIVP」と 
統一しています 
長さは工事完成後
に局の職員が記入
しますので、空欄
としてください 

□ 水栓数 （略） （略） 
 

 
No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑫ 
□ 給水管延長 

新設する取
出し管の管
種口径、延
長距離を記
入してくだ
さい 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
間違えやすい管種
として座間市は 
「 SUS→CSSP 、
HVP→HIVP」と 
統一しています 
 
 
 
 

□ 水栓数 （略） （略） 
 

 
 
追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
変更 
 
 
 
 
追加 
 
 
 
 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
 

No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑮ □ 主任技術者 

座間市に登
録してある
主任技術者
を 1 名以上
記入 

記入してある主任
技術者が検査に立
ち会う必要があり
ます。 

 

 
No. チェック 確認項目 注意点等 備考 

⑮ □ 主任技術者 
必ず押印す
ること 

 
押印が無い場合、
決裁が止まりま
す。 
 

 

 
 
変更 
 
 
 
 
 

 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１７－１ 座間市申請図面（図番１） 

 

１８－１ 座間市申請図面（図番１） 

 

変更 
 
㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１８ オフセット図 １９ オフセット図 変更 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
１９ 帳票類 

 

２０ 帳票類 

 

変更 
㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

㊞削除 
 
 
 
 
追加 
 
 
 
 
 
 
追加 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

 

 

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

 

 

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

 

 

㊞削除 
 
 
 
 
 
 
 
追加 
 
 
 
 
 
 
追加 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

変更 
㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

印削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

印削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
２０ 地下水等混合給水事前協議書 

 

２１ 地下水等混合給水事前協議書 

 

変更 
印削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

㊞削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
２１ 水道連結型スプリンクラー設備設置許可条件 
２２ 水道直結型スプリンクラー設備設置事前協議書 

 

２２ 水道連結型スプリンクラー設備設置許可条件 
２３ 水道直結型スプリンクラー設備設置事前協議書 

 

変更 
変更 
印削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 

  

印削除 

  



座間市給水装置設計施工基準（参考資料編） 新旧対象表 

改正後 改正前 備考 
２３ 消防法施行令及び消防法施行規則の改定に伴う特定施設水道連
結型スプリンクラー設備の運用について（厚生労働省健康局水道課長
通知） 
 
２４ 給水装置工事フローチャート（標準） 

２４ 消防法施行令及び消防法施行規則の改定に伴う特定施設水道連
結型スプリンクラー設備の運用について（厚生労働省健康局水道課長
通知） 
 
２５ 給水装置工事フローチャート（標準） 

変更 
 
 
 
変更 
 

 


